
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ホールインワンに伴う記念品代 

Ｑ：当社は、先月開催された同業者団体の

ゴルフコンペで当社の社長がホールインワン

を達成し、その記念としてコンペの参加者全

員にホールインワン達成記念品を贈呈するこ

とになりました。この記念品の購入に要した

費用を交際費として処理する予定ですが、問

題ないでしょうか？  

 

Ａ：交際費ではなく、社長個人に対する給

与（賞与）として取り扱われます。 

【解説】 

 法人がゴルフクラブに支出するプレーする

ために直接要する費用については、①その費

用が法人の業務の遂行上必要なものであると

認められる場合には交際費となり、②その他

の場合にはその役員又は使用人に対する給与

となります。 

 この場合のゴルフクラブに支出するプレー

するために直接要する費用として、法人の業

務の遂行上必要なものであると認められるも

のとは、ゴルフプレー代、食事代、交通費な

どをいいます。 

 ところで、ご質問のようなホールインワン

を達成し、記念品を贈呈する行為は、ホール

インワンを達成した個人がその記念としてゴ

ルフコンペ参加者に対して行うものであり、

その行為は、法人とは関係のない私的な行為

と考えられます。 

 したがって、貴社が負担するホールインワ

ン達成記念品の購入費用は、交際費ではなく、

社長に対する給与（賞与）として取扱われる

こととなります。  
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